
 
音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 

新旧対照 

旧 新 
 

 

料金表 

通則 （略） 

料金表 

通則 （略） 

第１表 料金（重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。） 

第１類 基本料金 

第１ 第１種サービスに関するもの 

１ 適用 （略） 

２ 料金額 

 ２－１ （略） 

 ２－２ （略） 

２－３ 付加機能利用料 

第１表 料金（重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。） 

第１類 基本料金 

第１ 第１種サービスに関するもの 

１ 適用 （略） 

２ 料金額 

 ２－１ （略） 

 ２－２ （略） 

２－３ 付加機能使用料 

 区     分 単  位 料金額（月額）   区     分 単  位 料金額（月額）  

 （
略
） 

（略） （略） （略）   （
略
） 

（略） （略） （略）  

 （
Ｆ
Ａ
Ｘ
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
） 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
通
信
蓄
積
機
能 

（略） （略） （略）   （
Ｆ
Ａ
Ｘ
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
） 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
通
信
蓄
積
機
能 

（略） （略） （略）  

 備

考 

１ 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を

提供しません。 

２ 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがＡ４判及

びＢ４判以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そ

のファクシミリ通信を変換できないことがあります。 

３ 第１種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号

ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定

していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメ

ールアドレスの数は、１の契約者回線番号又は追加番号につき５以内

とします。 

４ 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、

着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載

します。 

  備

考 

１ 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を

提供しません。 

２ 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがＡ４判及

びＢ４判以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そ

のファクシミリ通信を変換できないことがあります。 

３ 第１種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号

ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定

していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメ

ールアドレスの数は、１の契約者回線番号又は追加番号につき５以内

とします。 

４ 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、

着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載

します。 

 



新旧対照 

旧 新 
 

 

 

 ５ 第１種契約者にファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子

メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メ

ールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい

旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を

中止していただくことがあります。 

６ ファクシミリ通信の発信に係る端末設備の種類又は状態によって

は、この機能を利用できないことがあります。 

７ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて

いる画像ファイルを消去することがあります。この場合において、当

社はあらかじめそのことを第１種契約者にお知らせします。 

 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

８ 当社は、７の規定により、現に蓄積されている画像ファイルを消去

したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

９ 当社は、第 41 条（責任の制限）に規定するほか、この機能を提供す

ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

    ５ 第１種契約者にファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子

メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メ

ールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい

旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を

中止していただくことがあります。 

６ ファクシミリ通信の発信に係る端末設備の種類又は状態によって

は、この機能を利用できないことがあります。 

７ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて

いる画像ファイルを消去することがあります。この場合において、当

社はあらかじめそのことを第１種契約者にお知らせします。 

 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

８ 当社は、７の規定により、現に蓄積されている画像ファイルを消去

したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

９ 当社は、第 41 条（責任の制限）に規定するほか、この機能を提供す

ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

 

 

 

      10 この機能は、新たに利用の開始の請求を行うことはできません。  

 （
略
） 

（略） （略） （略） 

  （
略
） 

（略） （略） （略） 

 

            

２－４ 

 ～ （略） 

２－６ 

２－４ 

 ～ （略） 

２－６ 

 

第２ 第２種サービスに関するもの 

１ 適用 （略） 

２ 料金額 

第２ 第２種サービスに関するもの 

１ 適用 （略） 

２ 料金額 

２－１ （略） 

２－２ 付加機能利用料 

２－１ （略） 

２－２ 付加機能使用料 

 区     分 単  位 料金額（月額）   区     分 単  位 料金額（月額）  

 （
略
） 

（略） （略） （略）   （
略
） 

（略） （略） （略）  



新旧対照 

旧 新 
 

 （
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（略） （略） （略）   （
Ｆ
Ａ
Ｘ
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
） 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
通
信
蓄
積
機
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（略） （略） （略）  

 備

考 

１ 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を

提供しません。 

２ 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがＡ４判及

びＢ４版以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そ

のファクシミリ通信を変換できないことがあります。 

３ 第２種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号

ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定

していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアド

レスの数は、１の契約者回線番号又は追加番号につき５以内とします。 

  備

考 

１ 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を

提供しません。 

２ 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがＡ４判及

びＢ４版以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そ

のファクシミリ通信を変換できないことがあります。 

３ 第２種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号

ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定

していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアド

レスの数は、１の契約者回線番号又は追加番号につき５以内とします。 

 

 

 

 ４ 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、

着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載

します。 

５ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて

いるファクシミリ通信を消去することがあります。 

    ４ 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、

着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載

します。 

５ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて

いるファクシミリ通信を消去することがあります。 

 

 

 

      ６ この機能は、新たに利用の開始の請求を行うことはできません。  

 （
略
） 

（略） （略） （略） 

  （
略
） 

（略） （略） （略） 

 

            

  

２－３ 

 ～ （略） 

２－５ 

２－３ 

 ～ （略） 

２－５ 

 附 則（令和８年３月26日企営第155500000892号） 

 この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 


